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農
林
振
興
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

 

埼
玉
県
農
業
共
済
組
合
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
農
業
共
済
組
合
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
農
業
共
済
組
合
検
査
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
埼
玉
県
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
七
条
中
「
他
に
も
ら
し
て
」
を
「
正
当
な
理
由
が
な
く
他
に
漏
ら
し
て
」
に
改
め
、
同
条

を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
農
林
水
産
大
臣
と
の
連
携
） 

第
十
七
条 

組
合
に
法
令
、
法
令
に
基
づ
い
て
す
る
行
政
庁
の
処
分
若
し
く
は
諸
規
程
に
違
反
す

る
疑
い
又
は
健
全
な
事
業
の
運
営
を
確
保
し
得
な
い
事
由
が
あ
り
、
そ
の
疑
い
又
は
事
由
が
組

合
及
び
農
業
共
済
組
合
連
合
会
の
双
方
に
関
係
す
る
も
の
と
知
事
が
認
め
る
場
合
そ
の
他
知

事
が
検
査
の
実
施
に
当
た
つ
て
農
林
水
産
大
臣
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
あ

つ
て
、
農
林
水
産
大
臣
と
見
解
が
一
致
す
る
と
き
は
、
知
事
は
、
農
林
水
産
大
臣
と
検
査
に
必

要
な
情
報
を
共
有
し
、
相
互
に
連
携
し
て
検
査
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

埼
玉
県
訓
令
第
十
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

和
光
北
イ
ン
タ
ー
地
域
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら 

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
和
光
市
新
倉
二
丁
目
の
一
部
、
四
丁
目
の
一
部
、
五
丁
目
の
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
和
光
市
新
倉
五
丁
目
四
番
一
号 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日 

六 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
二
号



告 
 

示 
 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

西 

成 

秀 

幸 
 

 
 

                         



     

  
 

 
 

本
田
小
川
線 

  
 

路 
 

線 
 

名 

 
 

 
 大

里
郡
寄
居
町
大
字
今
市
字
後
宿
五
八
九
番
一

地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
今
市
字
後
宿
五
八
七

番
一
地
先
ま
で 

  

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
日
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六

号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供

用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
二
五
・
七
〇
メ
ー
ト
ル 

 

備 

 

考 



告 
 

示 
 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

西 

成 

秀 

幸 
 

 
 

                         



     

  
 

 
 

菅
谷
寄
居
線 

  
 

路 
 

線 
 

名 

 
 

 
 大

里
郡
寄
居
町
大
字
今
市
字
地
尻
六
三
八
番
一

地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
今
市
字
地
尻
五
九
一

番
二
地
先
ま
で 

  

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
日
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七

号
及
び
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五

日
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
第
九
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定

区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
八
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
五
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
五
〇
一
四
五
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
九
月
十
八
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
〇
〇
九
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
越
生
町
大
字
上
野
字
北
原
六
百
五
十
七
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
岩
井
東
二
丁
目
二
十
番
地
六
メ
ー
プ
ル
ハ
イ
ツ
二
〇
三
号
室 

 
 

岡 

野 
 

 

巧
、
岡 

野 

絢 

子 

  
 

 


